
 

2020年 2月 14日 

各 位 

株式会社 関西みらい銀行 

「りそなキャッシュレス・プラットフォーム」の提供開始について 

 関西みらいフィナンシャルグループの関西みらい銀行（社長 菅 哲哉)は 2020 年 2 月 28 日（金）よ

り、流通業（小売・飲食店）やサービス業の法人のお客さま、及びその利用者である個人のお客さまを

対象とした“決済”をトータルにサポートする「りそなキャッシュレス・プラットフォーム」の提供を

開始いたします。 

（法人のお客さま向け） 

 流通・サービス業向け「加盟店サービス」の直接提供を開始 

流通・サービス業のお客さまに、国内で利用されている主要な決済ツールに1台で対応可能な端末※1

を導入費用無償で提供します。これにより各店舗での現金管理・決済コストの削減とレジ周りのシ

ンプル化を実現するとともに、売上金を毎日※2入金させていただくことで資金繰り負担の大幅な軽

減も実現します。 

 

（法人のお客さま向け、その利用者である個人のお客さま向け） 

 「提携ウォレットサービス提供インフラ」（スマホアプリ）を導入費用無償で提供 

流通・サービス業のお客さまが、利用者である個人のお客さまに提供している会員カードやポイン

トカード機能と各種決済機能を兼ね備えた「提携ウォレットアプリ」を、新たな決済インフラとし

て、導入費用無償で提供します。 

 

（個人のお客さま向け） 

 便利な無料スマホアプリ「りそなウォレットアプリ※3」の機能を拡充 

りそなグループのデビットカードやクレジットカードの登録だけでなく、「プリペイド機能」や

「口座即時決済機能」、「後払い機能」などの各種決済ツールが本アプリ1つでご利用いただけま

す。また、事前に設定したルールに従って自動的におつりを貯金していく「おつり貯蓄」等の機能

も備えています。 

本アプリをご利用いただける店舗は順次ホームページでご案内してまいります。 

 

※1 VISA・MASTERCARD・JCBなどの国際ブランドカード会社が発行するデビット・クレジットカード、交通・流通系電

子マネー、アリペイ・ウィチャットペイ、ウォレットでの QR・バーコード決済に対応。IC化、PCIDSSにも適応し

ており、法令対応の面でも加盟店をサポートします。 

※2 5営業日前の決済分が最短毎営業日入金可能です。但し決済手段により異なります。 

※3 2018年 2月 19日よりご提供しているりそなデビットアプリの機能はそのままに、様々な決済機能等が搭載したモ

バイル決済機能付きアプリに進化します。 
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【加盟店サービスの概要】 

◆ 主要な決済方法に 1台の決済端末で対応可能（加盟店に無償で提供） 

    
※ 加盟店としてご契約いただく際には、当社所定の基準に基づく審査を実施します。 
※ 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標、「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標、「PASMO」は株式会
社パスモの登録商標、「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標、「manaca」は株式会社名古屋交通開発機構および
株式会社エムアイシーの登録商標、「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標、「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式
会社の登録商標、「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標、「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標、「nanaco」は
株式会社セブン・カードサービスの登録商標、「WAON」はイオン株式会社の登録商標、「楽天 Edy（ラクテンエディ）」は楽天グ
ループのプリペイド型電子サービス、「iD」ロゴは株式会社NTT ドコモの登録商標です。 

 
【提携ウォレットサービスの概要】 

◆ 導入費用無償で自社の「モバイル決済機能付アプリ」が導入可能 

  
 

 

 

自社アプリを作成いただけます 

アプリを一から作るのには、時間とコストがネック。 
スマートな決済サービス展開を目指し、必須アイテ
ムとなる「モバイル決済機能付アプリ」を導入費用
無償で提供。 



 

 

 

【りそなウォレットアプリの概要】 

◆ お財布いらずアプリで完結 スマホひとつでお支払いが可能 

  

 
 
 

 
 
  

加盟店の店頭などに掲示するマーク 


